
農業者になりたい！新規就農に向けたよくある相談Ｑ＆Ａ    
 

Ｑ１ 全くの素人です。農家になるにはどう動けばいいか教えてください。 

 ・どこで何を作りたいかについて、ご自身で決めてください。 

・決まっていない場合は、まずはやまぐち農林振興公社の「就農・就業の相談窓口」

にご相談ください。山口県内各地で行われる「就農ゆめツアー」に関する情報収

集もできます。 

・社会人研修室の「短期入門研修」を受講されるのはいかがでしょうか。同研修は

平日３日間のお試し農業研修で、農業（畜産含む）全般を広く学ぶことができま

す。新規就農前の研修生から、直接話しを聞くこともできます。 

 

 

 

 

 

 

 

                      

短期入門研修の農作業体験（果樹の苗の移植、酪農での管理） 

 

 

Ｑ２ 農業の知識も技術も無く不安です。これらの取得方法を教えてください。 

 ・どこの市町で何の作物を作るか決めている場合は、まずはその地区で用意してい

る現地研修等（例：周防大島みかんいきいき営農塾）に参加し、その後、先輩農

業者から色々と知識や技術を教えてもらってはいかがでしょうか。 

・栽培品目（露地野菜、果樹、花き等）を粗方決めている場合は、社会人研修室が

行う「作目基礎研修」を受講されるのはいかがでしょうか。日曜日主体の研修で、

座学と実習がセットになった研修です。この研修では、座学での一般知識の習得

や、簡単な実習による技術習得が可能です。仕事を辞めずに続けながら、少ない

リスクで農業研修ができます。 

 

 

 

 

 

 

 

作目基礎研修の農作業実習（露地野菜、果樹） 

 



 

・令和８年度からは、作目基礎研修に「イチゴ・アスパラガス専門コース」「水稲専

門コース」を開講します。これら品目について、休日主体に日数をかけて、知識

と技術を習得希望の方には、これら専門コースもお勧めします。 

・覚悟をもってプロの農業者になると決めた方については、「担い手養成研修自営

就農コース」の研修生になるのはいかがでしょうか。１年間、農大の学生と一緒

に行う実地研修になります。新規就農に向け、栽培希望品目の栽培技術に加えて、

農業経営、病害虫防除、土壌肥料、農業機械等の知識や技術・技能の習得もでき

ます。本研修を経て、実際に新規就農をされた先輩農業者も多くいらっしゃいま

す。研修中に山口県内の新規就農・就業者と多くの情報交換ができるので、就農

後のネットワーク構築にも有利です。２年目は即就農、または現地研修の選択も

あります。 

 

 

 

 

 

 

 

担い手養成研修（自営就農コース（野菜例）、法人就業コース）  

 

・ＪＡ山口県が県内各地で開催している「地域営農塾」では、就農候補地での技術

研修が可能です。地元のＪＡ統括本部へご相談ください。 

・一般的な技術相談であれば、県内８か所の農林(水産)事務所農業部でも受け付け

ています。 

 

Ｑ３ 農業者になりたいが所有農地がない。農地取得方法を教えてください。  

 ・どこの市町で何の作物を作るか決めている場合は、該当市町の農林関係課に出向

いてご相談ください。必要に応じて、市町の農業委員会や、やまぐち農林振興公

社がご紹介され、農地の有無等の情報を得ることができます。 

 ・また、タイミングが合えば、経営継承案件の情報があるかもしれません。 

   

Ｑ４ どこで何を作るか決めました。ただ手持ち資金が少ないのですが・・・ 

・新規就農するに当たり、要件はありますが、就農前や就農後の支援をするための

交付金等が用意されています。 

・同交付金等の取得や、就農時の施設等の導入に係る補助金等を希望される場合は、

まずは、該当市町の農林関係課にご相談ください。 

・農大ＨＰ掲載の「就農に向けたみちすじ（パワーポイント）」にも一部支援策を掲



載していますので、併せてご覧ください。 

・安くハウスを建設したい場合は、中古ハウスの情報が載っている、やまぐち農林

振興公社の「アグリレー」を参考にしてみてください。 

  

Ｑ５ 新規就農するに当たり、営農計画はどう作ったらいいですか 

・どこの市町で何の作物を作るかが決まっていれば、該当市町から、栽培品目に関

する営農指標を入手し、ご自身の経営規模に応じた計画を作ることになります。 

・交付金等の対象者となる「認定新規就農者」になるためには、営農計画の作成は

マストになります。まずは、該当市町の農林関係課にご相談ください。 

・社会人研修室が行う「就農前集合研修」（市町を通じて申込）では、新規就農する

場合に必要となる営農計画の作成方法を学ぶことができます。営農計画を具体的

に数値化していくので、より明確な将来計画が作成できます。 

 

Ｑ６ 半農半Ｘ的な農業をしてみたいのですが 

 ・農業は、気候や天候の影響を受けやすく、災害等のリスクもあります。リスクを

軽減するために、他の仕事と両立する形で営農を開始される方もいます。 

・半農半Ｘの期間中に、知識や技術を蓄積していただき、いつかは認定農業者（プ

ロ農家）を目指していただきたいです。 

   

 

Ｑ７ 農業法人に就職したいです。そのための道すじを教えてください。 

・就業したい市町の農業関係課にまずはご相談ください。当該市町管内で求人があ

る法人の有無の情報を得てください。 

 ・求人募集がある法人があれば、市町からその法人の代表者を紹介してもらい、一

度会ってお話をされてはいかがでしょうか。ご自身で「就業先として希望したい」

法人であれば、就業をご検討ください。 

・Ｒ８年は、第１回の募集説明会として、８月９日に「農林水産新規就業ガイダン

ス」が開催されます。そこでは、求人が有る法人との面談が可能です。 

・就業先の法人からの内定をもらった段階でしたら、社会人研修室の「担い手養成

研修法人就業コース」を受講する道もあります。 

・同研修では、１年間の実地研修ができ、法人が求める即戦力となる知識と技術を

得ることができますので、就業後の作業もスムーズに進められます。 

  



・参考：やまぐち農林振興公社の新規就農ガイドより、連絡先一覧 

営農部 TEL 083-976-6858 


